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午前１０時１７分開会 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、只今より建設観光委員会を開催いたします。

先程の本会議におきまして、本委員会に付託をされました議案１件につきまして、

審査いたします。協力をよろしくお願いいたします。それでは、これより審査を始

めます。議案第４０号和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題といたし

ます。執行部より説明をお願いいたします。はい、阿武観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（阿武 知君） それでは、議案第４０号「和解及び損害

賠償の額を定めることについて」をご説明申し上げます。本件につきましては、秋

吉台リフレッシュパークのトロン温泉利用者及びグラウンドゴルフコース利用者の

送迎用のマイクロバスの交通事故に関係する事でございます。平成２１年６月６

日、土曜日、萩グラウンドゴルフ協会の大会が秋吉台グラウンドゴルフ場を主会場

として開催をされることから、会員２１名が午前９時にサンライフ萩で乗車後、国

道２６２号の萩市大字椿地内を美東町へ走行中、午前９時７分頃、国道の改良工事

の土木作業員、６４歳、男性が道路反対側へ資材を運ぶ目的で、横断歩道の無い所

を急に歩道から車道に飛び出し、マイクロバスに接触、作業員が転倒をしたもので

あります。作業員のけがの状況は、顔面から転倒したことから、顔、額、鼻などの

挫滅傷のため４ヶ所縫合し、鼻を骨折したことから４日間入院となったものであり

ます。治療の期間は、平成２１年６月６日からの１２２日間であり、４日入院と４

６日の通院で完治したことにより、マイクロバスが加入している保険会社である社

団法人全国市有物件災害共済を介して、示談交渉を進めたところ、本事故の過失割

合を美祢市８０％、相手方２０％とするもので、損害賠償金の総額を２６６万２，

０２２円とするとともに、既支払金２３４万３，３２７円を除く、３１万８，６９

５円を支払うものとするものであります。なお、相手方に対する損害賠償金につき

ましては、全額保険金対応となるものであり、市費の負担を生じるものではござい

ません。この事故において、乗車中の萩市グラウンドゴルフ協会の会員及びマイク

ロバスの運転手であるシルバー人材センターの会員には負傷者はなく、マイクロバ

スは左前方で相手方と接触をしたため、サイドミラーを破損及びフェンダー３ヶ所

の衝撃痕はあるものの運転に支障をきたす状況ではございませんでした。以上で説

明を終わります。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、それでは、説明が終わりました。本案に対する質
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疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） はい。それでは、本案に対するご意見はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） はい。それでは議案第４０号和解及び損害賠償の額を定

めることについてを採決いたします。本案について原案のとおり決することにご異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） はい、全員異議なしと認めます。よって議案第４０号は

原案のとおり可決されました。以上をもちまして、本日の本会議で本委員会に付託

されました議案１件につきましての審査を終了いたします。それでは、これにて本

委員会を閉会といたします。大変お疲れでした。 

    午前１０時２２分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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              建設観光委員長 


